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令
和
六
年
七
月
十
二
日
か
ら
八
月
十
六
日
に
実
施
さ
れ
た
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
」
（
以
下
、
「
本
件
省
令
案
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

で
は
、
異
例
の
三
万
千
五
百
四
十
一
件
も
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
意
見
数
か
ら
、
国
民
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え

る
。
本
件
省
令
案
で
は
、
日
常
的
に
発
生
す
る
「
風
邪
」
を
含
む
急
性
呼
吸
器
感
染
症
が
五
類
感
染
症
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
が

明
言
さ
れ
て
い
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
は
、
「
急
性
呼
吸
器
感
染
症
は
非
常
に
幅
広
い
病
原
体
・
症
状
を
含
ん
で
お

り
、
そ
の
全
て
が
法
に
よ
る
監
視
が
必
要
な
疾
患
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
」
と
の
意
見
や
「
五
類
感
染
症
に
追
加
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
の
増
大
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
結
果
報
告
（
「
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
」
に
関
す
る
御
意
見
募
集
の
結
果
に
つ
い
て
」
。
以
下
、
「
本
件
結
果
報
告
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
と
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症
を
報
告
す
る
定
点
医
療
機
関
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
週
間
の
患
者
数
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ

て
お
り
、
新
た
に
急
性
呼
吸
器
感
染
症
病
原
体
定
点
に
対
し
て
の
み
検
体
提
出
が
求
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に

よ
り
、
特
に
検
体
提
出
を
行
う
医
療
機
関
の
負
担
が
増
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 
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日
本
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
二
〇
一
七
年
一
月
に
行
っ
た
「
風
邪
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
十
五
歳
か
ら
七
十
九
歳
の

日
本
人
は
年
間
平
均
一
・
四
回
風
邪
を
引
く
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
延
べ
人
数
は
一
億
三
千
九
百
五
十
万
人
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
風
邪
の
初
期
症
状
で
医
療
機
関
を
訪
れ
る
人
の
割
合
は
全
体
の
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
れ
は
千
八
百
五
十
五

万
件
を
超
え
る
症
例
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
約
三
千
カ
所
の
定
点
医
療
機
関
の
う
ち
、
約
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
病

原
体
定
点
と
し
て
検
体
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
対
象
と
な
る
症
例
数
の
多
さ
か
ら
医
療
従
事
者
へ
の
負
担
が
危
惧
さ
れ

る
。 

 

厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
医
師
の
勤
務
環
境
把
握
に
関
す
る
研
究
」
調
査
に
よ
る
と
、
令
和
四
年
の
段
階
で
医
師
の
二
十

一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
月
八
十
時
間
以
上
の
残
業
を
し
て
お
り
、
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

本
件
結
果
報
告
を
見
る
限
り
、
医
療
現
場
に
も
た
ら
す
業
務
負
荷
や
費
用
対
効
果
が
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

く
、
新
た
な
省
令
が
医
療
現
場
に
さ
ら
な
る
負
担
を
も
た
ら
す
懸
念
が
あ
る
。 

 

以
上
を
ふ
ま
え
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。 

一 

本
件
省
令
の
改
正
に
伴
う
医
療
機
関
に
お
け
る
業
務
負
荷
と
、
公
衆
衛
生
上
の
利
益
に
対
す
る
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
、

政
府
が
ど
の
よ
う
に
分
析
・
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
ど
の
程
度
公
開
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
評
価
が
省
令
策
定
過
程



 

３ 

 

で
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

二 
本
件
省
令
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
反
対
・
賛
成
比
率
や
主
な
意
見
の
内
容
を
国
民

に
ど
の
よ
う
に
公
開
し
、
そ
の
意
見
を
政
策
決
定
に
ど
う
活
か
し
た
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

三 

令
和
四
年
の
時
点
で
医
師
の
二
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
る
勤
務
状
況
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

が
、
本
件
省
令
案
に
よ
る
追
加
業
務
が
こ
の
問
題
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
の

よ
う
な
具
体
的
対
策
を
講
じ
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。 

四 

五
類
感
染
症
と
し
て
未
知
の
感
染
症
を
監
視
し
早
期
に
検
出
す
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
公
衆
衛
生
上
の
利
益
を
も
た
ら

す
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

五 

本
件
省
令
案
に
よ
り
新
た
に
発
生
す
る
医
療
費
や
公
衆
衛
生
の
改
善
効
果
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
周
知
方
法
や
情
報
提
供

の
計
画
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

五
類
感
染
症
と
し
て
発
見
さ
れ
る
未
知
の
感
染
症
に
対
し
て
、
政
府
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
い
、
そ
れ
が
国
民
の
利
益

に
ど
の
よ
う
に
直
結
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対

応
の
課
題
を
踏
ま
え
、
未
知
の
感
染
症
に
お
い
て
効
果
的
な
対
応
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
が
あ
る
の
か
、
説
明
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さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


